
卸売り売買契約書 

 BSNS コンサル（以下、「甲」という。）とクライアント様（以下、「乙」という。）は、以下

のとおり売買契約を締結する。 

（目的） 

第１条 本契約は、甲が販売するアパレル、サーフボードなど（以下、「本製品」とい

う。）につき、乙を取引先とし、乙がアパレル等の販売サイトを運営（スクエア）するも

のとする。 

（販売金額） 

第３条 甲が本製品を販売する金額は、上代の 60％とする。ただし、アウトレットや旧

モデルに関しては、相談して値引き販売をするものとする。 

（販売代金の支払い方法） 

第４条 乙は、前払いにて甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。 

（譲渡の禁止） 

第１０条 乙は、甲の承諾なしに本契約に基づく一切の権利義務及び本契約上の地

位を第三者に譲渡又は担保の目的とすることはできない。 

（契約の解除） 

第１１条 甲又は乙に、以下の各号の事由が生じたときには、相手方は何らの催告を

することなく直ちに本契約を解除することができる。 

 （１）本契約及びこれに基づく約定に違反したとき 

 （２）他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき 

 （３）公租公課の滞納処分を受けたとき 



 （４）破産、再生手続、会社整理、会社更生手続の申立てを受けたとき、又は自らこ

れらの申立てを行ったとき 

 （６）銀行取引停止処分を受けたとき 

 （７）相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき 

 （８）経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があ

るとき 

（中途解約） 

第１２条 甲又は乙は、相手方に１か月前までに事前通知をすることにより、本契約を

解除することができる。 

（合意管轄） 

第１３条 本契約に関し、甲乙間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的な

管轄裁判所とすることに合意する。 

（契約期間） 

第１４条 本契約の存続期間は、本契約締結の日から１年とする。ただし、期間満了

前に、甲又は乙が、相手方に対し期間の延長をしない旨を書面で通知しない限り、本

契約の期間は自動的に１か年延長するものとし、以降これに準ずる。 

（定めなき事項） 

第１５条 本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上誠意をもって処理する

ものとする。 

本契約の成立を証するため、本書を確認し、ウエブサイトで同意するものとする 

2021年 月 日 

BSNS コンサル 


